
   
 

 

 

 

 
☆人権相談も併せて実施します☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ こんな相談ごとはありませんか･････？  
・ 国や県・市と自分の土地の境界がわからない 

・ 道路標識、信号機が見にくい 

・ 国の給付金や生活保護の手続きや申請がわからない   など 

 

このほか、国の行政機関全般に対する苦情、ご意見・ご要望などをお受けします。 

相談は無料で、秘密は固く守られます。 
 
 
【 相談のお相手 】  

   友田行政相談委員   

小川行政相談委員   

 
 
 
▽ お問い合わせ先 

・ 小千谷市 市民生活課    ℡ ８３－３５０９ 

・ 総務省 新潟行政評価事務所 ℡ ０５７０－０９０１１０ 
 

 

《  裏 面 も ご ら ん く だ さ い  》  
 

 

 

○特設相談所 

６月１4 日（日） 午前 10 時～午後３時 

 小千谷市役所 １階 談話室 

 

回覧 



 

< 行政相談所開設のお知らせ > 

相談会場 相談日 相談時間 

小千谷市役所２階 

第２相談室 

７月28日､８月10日､10月13日、

12月8日､12月22日､１月26日､

２月 9 日､３月 23 日 

午前１０時 

～１２時 

イオン小千谷店 1 階 奇数月第２火曜日 

真人ふれあい交流館 ６月２３日（火） 

岩沢住民センター ８月２5 日（火） 

東山住民センター ９月２９日（火） 

川井住民センター １０月２7 日（火） 

ソコラテ ２月２４日（水） 

 ※ 開催日は、毎月 25 日発行の「広報おぢや」に掲載しています。 

 

   

 

             
               

 

郵便差出箱（ポスト）の投函口蓋が破損し、

郵便物が雨や雪により濡れる可能性があるの

で、早く直してほしい。 

 現地確認し、区域の郵便局に伝えたと

ころ、後日、郵便差出箱（ポスト）の投函口

蓋は修理された。 

ガードレールが無く、雑草が生い茂ってい
るので、崖であることに気付かずに、転落す
る危険がある。どうにかしてほしい。 

 
 
 
 

 

転落の危険を防ぐ対策として、雑草が刈
られ、崖が分かるようになっただけでなく、
ガードレールの設置がされた。 

改 善 後 

改 善 後 

 
 

＜改善例＞ 


